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４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２３年度第１０回錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。

本日の総会に、１２番の貫見和洋委員からインフルエンザに罹ったとのことで欠席届が出
されました。

本日の総会は、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により総会は成立しております。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項に規定する会議録署名委員ですが、
議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

全 委 員 なし。

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

５、議 事

２、開催場所 錦江町本庁 ２階庁議室

３、出席委員（１９人）

１、開催日時 平成２４年１月２５日（水）午後２時から

事務局職員 松元 辰朗 事務局長 折久木 まり子 書記 中野 好太郎 書記

欠席委員 12番 貫見 和洋

第２ 附議事項

第１ 議事録署名委員の指名

議案第３５号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

議案第３４号 農地法第３条許可申請について



議 長 それでは異議ないということですので、１４番の猪鹿倉昭雄委員と１５番の落司順一委員
を指名致します。

宜しくお願い致します。

それでは、会務報告について事務局から報告と説明をお願いします。

事務局 会務報告と説明

議 長 只今の会務報告について、何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 発言なし

議 長 会務報告を終わりまして付議事項に入ります。議案第３４号農地法第３条許可申請につい
て提案いたします。説明をお願いします。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号１７号の譲渡人は、Ｍ・Ｍさん愛知県在住の方です。
経営規模は、自作地２，０２５㎡です。
申請地は、城元大田中１１４３番１、地目は台帳現況とも田、地積は１，４９６㎡。

次に神川下平４４番１、地目は台帳現況とも畑、地積は５２９㎡です。合計２，０２５㎡で
す。贈与ということです。

譲受人は、Ｇ・ＹさんでＨ自治会の方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地４，３８９㎡を耕作されています。
調査委員は、４番の木原委員となっております。権利の取得要件等を中心に調査報告をお

願いします。

議 長 木原委員調査報告をお願いします。

４番
木原委員

この案件は、譲渡人と譲受人は従兄弟の関係でありまして、Ｙさんの兄さんの家族の相続
人がこのＭさん一人になりまして、町内にある田と畑をＹさんに贈与するということで申請
がされたものであります。Ｙさんは現在 歳で甘藷、バレイショ、高菜などを作っていらっ
しゃいますが、田については現在ハウスがありますのでインゲンを中心に作りたいというこ
とであり、畑についてはビジンショウを植えて花卉生産に努めるとのことでした。この畑は
城ヶ崎の人家の上でありまして、不便地でありますがビジンショウが既に植えてありまし
た。

許可要件のうち農業機械については、トラックターはないが必要があれば親戚からいつで
も借りられるということで、現在は耕運機や管理機で耕作しているとのことでした。労働力
につきましては、夫婦とも大変元気でやっていくということであり、この方は元役場にいた
時から農業をされていらっしゃいましたので、技術力は充分あるということで許可要件は満
たしていると思われます。宜しくお願いします。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

全委員 発言なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは、農地法第３条許可申請、受付番号１７号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成ですので農地法第３条許可申請 受付番号１７号は許可することに決定しまし
た。

次をお願いします。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号１８号の譲渡人は、Ｆ・ＭさんＮ自治会の方です。
経営規模は、自作地３３０㎡です。
申請地は、田代麓須崎６８０番、地目は台帳現況とも田、地積は３３０㎡です。本件は、

売買となっています。
譲受人は、Ａ・ＴさんでＵ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地１０，４５８㎡、小作地２，６８３㎡を耕作さ

れています。
譲受者の住まいはＵ自治会となっていますが、農業の主体はＮ自治会で行っていらっしゃ

るようでございますので調査委員は、８番の鍋委員にお願いします。権利の取得要件を中心
に報告ください。



議 長 鍋委員調査報告をお願いします。

８番
鍋委員

調査報告を行います。今回の案件は、Ｆ・ＭさんとＡ・Ｔさんの父であるＳさんという方
の間で起きました。Ａさんは現在 歳で建設業関係に勤められて、農業はＳさん夫婦が水稲
５０ａと生産牛６頭を経営されおります。Ａさんは休日及び農繁期に手伝いをされており、
ゆくゆくは後継者とのことでした。

Ｍさんは、 代後半の方で現在一人暮らしです。主人を亡くされて、子供さんは３人で息
子さんは東京に在住、娘さん２人は鹿屋市に在住しており普段から面倒を見ているとのこと
です。

今回の場所は、田代中央運動場のテニスコート側のフェンスのすぐ横にあり、これまでは
Ｍさんが自家菜園として使っておられました。そしてすぐ隣には、今回の対象者であるＴさ
んの飼料畑があります。又、親しくされておりＭさんとＴさんは同じ集落内の隣近所に住ま
われており、今回相談を受けたということです。

Ｍさんの子供さん方は、売買に関しては３人とも了承しておられるということでした。
申請者がＡ・Ｔさんとなっている理由は、Ｓさんが 歳であるため、今後後継者移譲を視

野に入れるとのことでした。農地法第３条許可申請書につきましては、下限面積、農業機械
の装備、労働力、技術力、又農地の利用状況等全て問題は無いと判断されました。

最後に売買価格は、全部で１５万円で成立したとのことです。宜しくご審議ください。

議 長 調査報告を頂きましたが、質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂
きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは農地法第３条許可申請、受付番号１８号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成ですので農地法第３条許可申請、受付番号１８号は許可することに決定しまし
た。

以上で議案第３４号、農地法第３条許可申請を終わりまして、次に議案第３５号 農業経
営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画（利用権設定）について
提案します。説明をお願いします。

事務局 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画利用権設定の受付番号３４６号から
３６４号までを提案します。

受付番号３４６号の貸し人は、Ｋ・ＨさんでＨ自治会の方です。
申請地は、田代川原四本松１９６０番、地目は畑、地積は５，８９１㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり５千円です。
借り人は、Ｋ・ＯさんでＳ自治会の方です。新規です。
ＯさんはＳ自治会に居住ということですが、農業は辺志切地区を中心にされていますの

で、調査委員は１番の近川委員にお願いします。Ｏさんの営農に関する権利の取得要件につ
いて補足ある関係委員がありましたら、追加報告をお願いします。

次に受付番号３４７号の貸し人は、Ｔ・Ｔさん、大阪府在住の方です。
申請地は、田代川原四本松１９５９番３、地目は畑、地積は３，６８７㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり５千円です。
借り人は、Ｎ生産組合でＭ町の事業所です。新規です。
調査委員は、１番の近川委員となっています。

次に受付番号３４８号の貸し人は、Ｈ・Ｏさん、愛知県在住の方です。
申請地は、城元坪内６８８番１、地目は田、地積は８３６㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２６年１２月１４日までとなっています。
小作料は、２万円です。
借り人は、Ｍ・Ｋさん六反田自治会の方です。新規です。
調査委員は、４番の木原委員となっています。



次に受付番号３４９号の貸し人は、Ｔ・Ａさん、Ｎ自治会の方です。
申請地は、田代麓中村ノ下３０９１番１、地目は田、地積は２，７９４㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり５千円です。
借り人は、Ｈ・Ｙさん山下自治会の方です。新規です。
調査委員は、９番の樋渡委員です。

次に受付番号３５０号の貸し人は、Ｔ・Ｙさん、Ｆ自治会の方です。
申請地は、馬場田ノ神後１６４２番、地目は田、地積は１，００４㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、２万円です。
借り人は、Ｙ・ＡさんＯ自治会の方です。新規です。
調査委員は、１０番の平原委員です。

受付３４６号から３５０号までを提案しました。
各調査委員は、権利の取得に関する要件を中心にご報告頂きたいと思います。

議 長 近川委員、木原委員、樋渡委員、平原委員の順に調査報告をお願いします。権利の取得に
関する要件をお願いします。

１番
近川委員

はい。１番。Ｋ・Ｏさんは、只今の説明のとおり大根占のＳ自治会でございますが、農地
は畜産団地の田代川原の四本松という処であります。ここで野菜を中心にされるということ
でございます。調査したところ兼業でありますが、農業への取組みは一生懸命でございま
す。要件としましては、農業機械もトラクター、軽トラックなど色々な作業機械も揃えてお
ります。意欲と能力は、充分あるかと思います。農地の利用状況についても綺麗にされてお
り、素晴らしい農地となっています。別にチェックするようなことはございませんでした。

それからＮ生産組合ですが、いわゆるＪセンターですが、ここはＭ町になっていますけれ
ども、農地はほとんど田代の方を利用されており、この四本松も畜産基地の団地内です。周
りも綺麗にされ周囲にも迷惑をかけないような状況です。機械の装備、農地の利用状況も綺
麗にされております。意欲と能力もございます。ここも何ら指摘するようなことはございま
せん。皆様の検討をお願いします。

４番
木原委員

受付番号３４８号につきましては、永年Ｍ自治会のＫ・Ｋさんが昔からの知り合いという
ことで耕作されていましたが、高齢になったために耕作できないということで相談を受けて
いました。荒地になりかけていましたが、隣接地のＫさんが借りても良いということで相談
をしたところ、相談が成立したところであります。

Ｋさんにつきましては、認定農業者でありまして大規模にミニトマトやバレイショを耕作
されている方であります。全ての農地も耕作されていると認められ、常時従事されておりま
すので要件は充分満たしていると思います。

議 長 次をお願いします。

９番
樋渡委員

受付番号３４９号、Ｔ・Ａさんの件ですが、事務局から冒頭ありましたとおり、法人のＭ
さんが借りていましたが、Ａさんから返してくれないかとありまして、合意解約して別な方
に貸すというやり方になっています。Ｍさんの管理そのものは、米作りなど綺麗にされてい
ましたが思うような収益が上がらなかったいうこともあります。何故このようになったかと
Ａさんに聞かなければわからないですが、今回Ｈ・Ａさんに相談したところです。

Ｈ・Ａさんは、認定農業者でもあり、農業機械も充分揃っております。今年息子さんが
帰ってきて畜産をされます。牛舎も建設中です。３０頭ぐらい飼育したいと話されました。
農地の利用状況などは充分管理されて何ら問題ないと思います。宜しくお願いします。

１０番
平原委員

受付番号３５０号ですが、Ａさんについては前にも出ておりますように、茶を主体に機械
等も全部揃っております。この場所はパチンコ屋の上の田で、これまでＹさんが作っていま
したが、もう耕作しないということでありましたので、隣にＡさんが作っておられましたの
でＡさんにお願いしたところ成立したものでございます。何ら問題ないと思います。

議 長 只今、４名の委員から調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等があ
りましたら出して頂きたいと思います。



黒瀬委員 先ほど出ました田代の法人組織のＭさんは、法人組織は解散されたのですか。

事務局 法人の解散などは来ていません。
合意解約ということです。

農地の合意解約がされたと私は聞いています。合意解約はここでは審議しません。両者の
合意により印鑑が押されて来れば合意解約となります。

黒瀬委員 法人のことについて冒頭ありましたが。

事務局 法人でＮファームさんとかＭさんとか農業に参入してきて、このような方々は農業を甘く
見て参入されるのか解りませんが、すぐに撤退するということでそのような方の契約につい
ては、注意してかかってくださいとの意味を込めたものです。

牧原委員 Ｍさんについては、これまで多く契約がありましたが今からどんどん出てくるのですか。

事務局
(中野)

Ｍさんについては、耕作放棄地と湿田を点々と借りていらっしゃいましたので、なかなか
収益が上がらなかったということで、後はゴボウやタケノコなどその他野菜などに切り替え
ていくということであり、解散するということは聞いておりません。来月辺りから合意解約
が出てきて新たな方との結び直しが増えてくるのではないかと思っています。

樋渡委員 Ｍさんの場合は、最悪の条件の水田でありまして私の営農組合でありましたが、田植機が
１日に２回も浸かって、ユンボ等で引き揚げたようなことで、そのような土地が相当多いで
した。半分以上は湿田です。耕作放棄地のような処を作られましたので、慣れないこともあ
り赤字というような状態ではないでしょうか。場所の悪いところは合意解約して返しましょ
うということです。

事務局 後を作る方はいらっしゃらないのですね。

牧原委員 Ｍさんの借地料はただではなかったですかね。

事務局
(中野)

今は水稲を作ったので綺麗ですが、後借りられないとまた前の状態に帰ってしまう恐れが
あります。

事務局 その対象農地は、中山間の直接支払いには入っていないのですか。

事務局
(中野)

入っていません。
場所的には役場の近くですので、町地区にありますがやはり湿田ということで中々耕作者

が見つからなくて、１回耕作放棄地になったところがほとんどです。

樋渡委員 １枚は２反分近いのがありますが、田植機とかコンバインが浸かってしまうので田植が出
来なかったところがあります。

事務局 排水とかできないのですか。

樋渡委員 少々の排水をしてもダメです。

事務局
(中野)

甘藷作の方が入ってきましたが、この地域は湿田でありますので甘藷も推進できないので
はと思われます。

議 長 他にありませんか。

安水委員 受付番号３６４号のＫ・Ｏさんですが、農作業の従事日数が１５０日あり、雇用が３００
日上がっていますが、半分以下ですが他にも何か仕事をされているのですか。

近川委員 今から取り組むということですので、タカナを相当植えているようです。

議 長 この方は宿利原地区のＳですが、昨年から甘藷とタカナを植えており、タカナを沢山出荷
しているようです。

黒瀬委員 現在、笠ノ原とか高山とかあちらにも畑を借りて、相当タカナを植えているようです。

事務局 そちらの部分は、こちらに伝わってきておりません。

鍋委員 自分の地区にも３反５畝ほど植えてありますが、ちゃんと管理されてしっかりされていま
す。



議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号３４６号から３５０号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号３４６号から３５０号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次に受付番号３５１号の貸し人は、Ｍ・Ｍさん、Ｋ自治会の方です。
申請地は、田代川原森山４７６６番２、地目は畑、地積は２，５１５㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、Ｋ・ＳさんＳ自治会の方です。新規です。
調査委員は、１４番の猪鹿倉委員です。

次に受付番号３５２号の貸し人は、Ｔ・Ｔさん、Ｋ自治会の方です。
申請地は、田代川原土穴４８３５番２、地目は畑、地積は４，８０８㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、Ｋ・ＳさんＫ自治会の方です。新規です。
調査委員は、１４番の猪鹿倉委員です。

次に受付番号３５３号の貸し人は、Ｍ・Ｓさん、Ｋ自治会の方です。
申請地は、田代川原土穴４８３４番２、地目は畑、地積は３，４２１㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんです。新規です。
調査委員は、１４番の猪鹿倉委員です。

次の受付番号３５４号と３５５号の貸し人は、Ｙ・Ｍさん鹿屋市在住の方です。
申請地は、田代麓中村上原５５５８番７、地目は畑、地積は２，２５９㎡。

次に田代麓中村上原５５５８番８、地目は畑、地積は３，０３５㎡、合計で５，２９４㎡で
す。

期間は、平成２４年２月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんです。新規です。
本件の調査員は貫見委員としてありますが、貫見委員は欠席されています。

受付番号３５６号の貸し人は、Ｋ・ＮさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代川原土穴４８３４番１、地目は畑、地積は３，２１３㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんです。新規です。
調査員は、１４番の猪鹿倉委員にお願いします。

３５１号から３５６号まで一括して１４番の猪鹿倉委員にお願いします。権利の取得者の
要件を中心に調査報告をお願いします。又、白井さんの権利の取得要件に関する補足の報告
等がある委員がありましたら関係委員も出して頂けたらと思います。

議 長 猪鹿倉委員調査報告をお願いします。

１４番
猪鹿倉委

員

はい。受付番号３５２号のＴ・Ｔさんの件ですが、書類を貰いに行ったら昨年までは前農
業委員のＴ・Ｔさんが耕作されておりまして、反当たり１万５千円でしたが、タバコを止め
られるということでＳさんが借りられるということでございまして、反当たり８千円で良い
かと聞きましたら、借りて貰った方が良いと納得してもらいました。

他の３５１号、３５３号、３５６はこの資料を貰ってから田代支所の事務局に聞きに行っ
たら、印鑑が貫見委員にお願いしてありましたのでということでありました。自分は初めて
でありましたので、説明が出来ないような状態ですが、今後聞きに行かなければならないの
でしょうか、その辺りもよろしくお願いします。



事務局 要件というのは、受け手の部分を見る訳でございます。これは事業関係ではなかったです
かね。

事務局
(中野)

いいえ。貫見委員が決めてきたものでして、猪鹿倉委員は見ていないということです。

事務局 Ｋ・Ｓさん、Ｋ・Ｓさんについて要件を説明できる方がいらっしゃいましたら、事業がら
みであったらその事業でということでこちらは考えていたところですが、関連ということで
鈴委員とか安水委員からこの方々の経営内容、農業の実態を話して頂けたら、補足というこ
とで上げてあるところです。

議 長 補足をお願いします。

安水委員 安水の方で捕捉をしたいと思います。Ｋ・Ｓさんですが、Ｓ自治会の方に住まわれており
まして、甘藷を中心に耕作されております。それと茶を栽培されております。認定農業者で
もあります。田代の方で後出てきますが、沢山利用権設定も組まれておりまして田代地区の
方でも色々活動されておりますので、皆さん充分ご承知のことと思いますので問題ないと思
います。農業機械等も充分に所有されていりますので間違いないと思います。

Ｋ・Ｓさんですが、Ｋ自治会に住まれておりまして活動地点はＳ自治会の方に両親が住ま
れておりまして、Ｓさんは認定農業者でございまして、田代地区の方に畑を沢山利用権設定
で管理されております。Ｋ・Ｓさんは主要作物として甘藷を中心に作付をされています。機
械も充分揃えていますので、利用権設定等の管理など間違いないと思いますので皆様のご審
議を宜しくお願いします。

議 長 只今、調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出し
て頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号３５１号から３５６号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号３５１号から３５６号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次の受付番号３５７号と３５８号の貸し人は、Ｍ・Ｋさん、Ｎ自治会の方です。
申請地は、田代麓湯之谷１９４番２、地目は田、地積は３１１㎡。

次に田代麓湯之谷１９６番１、地目は田、地積は６８１㎡、合計で９９２㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で５千円です。
借り人は、Ｋ・ＫさんＵ自治会の方です。新規です。
調査委員は、３番の東郷委員です。

次の受付番号３５９号の貸し人は、Ｉ・Ｉさん、Ｂ自治会の方です。
申請地は、田代麓郷ノ尾３８０６番１、地目は田、地積は１，６３６㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、８千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。新規です。
調査委員は、３番の東郷委員です。

次の受付番号３６０号と３６１号の貸し人は、Ｓ・Ｋさん、Ｂ自治会の方です。
申請地は、田代麓湯之谷１４４番、地目は田、地積は６２２㎡。

次に田代麓湯之谷１４５番、地目は田、地積は２８０㎡、合計で９０２㎡です。
期間は、平成２４年２月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で５千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。新規です。
調査委員は、３番の東郷委員です。



次の受付番号３６２号と３６３号の貸し人は、Ｋ・Ｋさん、鹿児島市在住の方です。
申請地は、田代麓郷ノ尾３８０４番１、地目は田、地積は４５４㎡。

次に田代麓牟田ヶ迫４０２１番１、地目は田、地積は１，２４５㎡のうち８６９㎡で合計で
１，３２３㎡です。

期間は、平成２４年２月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で７千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。新規です。
受付番号３５７号から３６３号までの調査委員は、３番の東郷委員にお願いします。
調査報告は、権利の取得要件を中心に報告をお願いします。

次の受付番号３６４号の貸し人は、Ｔ・Ａさん、Ｋ自治会の方です。
申請地は、神川桑迫５０６９番、地目は畑、地積は２，９３４㎡です。
期間は、平成２４年１月２５日から平成２７年１２月１４日までとなっています。
小作料は、使用貸借ということでありません。
借り人は、Ｙ・ＴさんＫ自治会の方です。新規です。
１９番の德永委員となっています。権利の取得要件を中心に報告をお願いします。

議 長 東郷委員、德永委員の順に調査報告をお願いします。

３番
東郷委員

はい。報告致します。４５７号、４５８号のＭ・Ｋさんは、経済連に勤めていらっしゃい
まして農業は出来ないということで、田を作ってくださいということでございます。１０月
頃からＫさんの名前が出てきていますが、現場に行ってみたら田代生コン社の付近というこ
とで、Ｍ・ＫさんとＩさん、Ｋさんが出来ないということで、出来ない分を借りてまとめて
やりたいということです。住所が違っていますが、現場に行ってみたところ一緒の処であっ
たということです。

Ｋさんは、農業機械についても昨年堆肥散布も手作業で行ったら大変苦労したとのこと
で、堆肥散布機も買われております。現在、田も耕運などされてショウガ植えの準備をされ
ておりました。田も綺麗になっていましたので、何ら問題ないと私は思います。審議をお願
いします。

議 長 德永委員。

１９番
德永委員

３６４号の説明を致します。貸人のＴ・Ａさんの場所ですが、ここは町の土捨て場として
確保されていた場所で、谷底でしたので工事の残土を盛って埋め立てた場所です。昨年埋立
てが終わりまして畑になった訳ですが、残土ですので石等が沢山入っておりという場所で作
物は作れないという場所です。Ａさんは兼業農家ではありますが、田で米を作ることが主体
で畑作の方はお母さんに任せておりまして、お母さんが多くは出来ないということでしたの
で、Ｙ・Ｔさんと話をしまして、土地が畑になるまでの間、飼料作物を作りましょうという
ことになりました。飼料として作るにしても石を除くなど手間がかかるという内容でしたの
で、それでは畑になるまでの間、３，４年を使用貸借で小作料はゼロで行きましょうという
ことで話が付いた場所です。

Ｙ・Ｔさんは、肉用牛とバレイショの複合経営をされていますが、認定農業者でもありま
して皆倉地区、神川地区に飼料畑を持っておられます。いずれも管理を充分されておりま
す。奥さんと２人で充分作業をされております。機械等も持っておられるし、意欲も充分あ
りますので、管理もしっかりされていますので問題ないと思います。以上です。

議 長 只今、調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出し
て頂きたいと思います。

平原委員 宜しいですか。
谷底であった処を埋め立てた場合、地目は畑になったのですか。

德永委員 もともと畑でした。畑であったところ更に土盛をしたものです。

事務局 私は、４年前にこの農地に行きましたが、その時、町が発注した工事の残土をそこに入れ
て、畑のかさ上げをするということで行きました。その時けっこう石が入っていたのでク
レームがついて、また土を新たに入れた。

德永委員 入れましたが、石が多いということで石を除去する必要があります。

事務局 最初行った時は、すごく大きな石が入っていましたが、今回はどのようなものですか。



德永委員 ９０㎝ぐらい土を入れましたが、やはり石が出ます。

事務局 石の大きさはどのような物ですか。

德永委員 大きいのは人の頭ぐらいの物から小さい物まで。

事務局 最初見たときは、これは畑ではないと思いました。

近川委員 小さなことを言えば、埋め立てたら面積も違ってきますが、これは測量などされているの
ですか。

德永委員 これは基もとの面積です。土羽で少し勾配が付いていますので、実際の畑としては減少し
ます。

事務局
（折久木）

３５９号のＩ・ＩさんとＫ・Ｋさんの件ですが、農業委員から利用権設定でも出てきてい
ましたが、町の事業が入るということで農地利用円滑化団体の方から上がってきた申請書の
方を審議させていただきました。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号３５７号から３６４号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号３５７号から３６４号までは原案のとおり決定し
ました。

議案第３５号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農地利用集積計画利
用権設定の錦江町長に対する要請についてを終わります。

以上をもちまして、平成２３年度第１０回錦江町農業委員会総会の付議事項を終わりま
す。

会長

１４番

１５番

議 事 録 調 整 者 折 久 木 ま り 子


